
   

 

 

  

 

 

  

小金井市立保育園の在り方に関する方針（案）から追加、修正し

た部分を「赤字＋下線」にしています。（※ 単純な文言の修正等

については除く） 
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小金井市立保育園条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第３項の規定に基づき、

保育園を設置することを目的とする。 

（名称、位置及び定員）  

第２条 保育園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。 

（入園児童） 

第３条 保育園は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定により保育の実施を

決定した児童を保育する。 

（職員） 

第４条 保育園に業務の運営に必要な職員を置く。 

（休園日） 

第５条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市⾧が特に必要があると認めたときは、

これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。 

⑴ 日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

⑶ １月２日及び同月３日 

⑷ １２月２９日から同月３１日まで 

（開園時間） 

第６条 保育園の開園時間は、午前７時から午後６時までとする。 

（保育時間） 

第７条 保育園の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 保育標準時間認定者（子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下

「施行規則」という。）第４条第１項に規定する１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり

１１時間までに限る。）の区分で保育必要量の認定を受けた者をいう。） 午前７時から午後６

時まで 

⑵ 保育短時間認定者（施行規則第４条第１項に規定する１月当たり平均２００時間まで（１日

当たり８時間までに限る。）の区分で保育必要量の認定を受けた者をいう。） 午前８時３０分
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から午後４時３０分まで 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市⾧が別に定める。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （小金井市立保育園条例の廃止） 

２ 小金井市立保育園条例（昭和４３年条例第１４号）は、廃止する。 

 （小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正） 

３ 小金井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例（平成２７年

条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「小金井市立保育園条例（昭和４３年条例第１４号）」を「小金井市立保育園

条例（令和７年条例第  号）」に改める。 

 （小金井市立保育園における延⾧保育に関する条例の一部改正） 

４ 小金井市立保育園における延⾧保育に関する条例（平成１１年条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１条中「小金井市立保育園条例（昭和４３年条例第１４号）」を「小金井市立保育園条例

（令和７年条例第  号）」に改める。 

 （令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

５ 別表の規定にかかわらず、令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間における保育

園の名称、位置及び定員は、付則別表第１によるものとする。 

 （令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

６ 別表の規定にかかわらず、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間における保育園

の名称、位置及び定員は、付則別表第２によるものとする。 

 （令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

７ 別表の規定にかかわらず、令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの間における保育

園の名称、位置及び定員は、付則別表第３によるものとする。 

 （令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

８ 別表の規定にかかわらず、令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日までの間における保
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育園の名称、位置及び定員は、付則別表第４によるものとする。 

（令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

９ 別表の規定にかかわらず、令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日までの間における保

育園の名称、位置及び定員は、付則別表第５によるものとする。 

（令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

１０ 別表の規定にかかわらず、令和１２年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における

保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第６によるものとする。 

（令和１３年４月１日から令和１４年３月３１日までの保育園の名称、位置及び定員） 

１１ 別表の規定にかかわらず、令和１３年４月１日から令和１４年３月３１日までの間における

保育園の名称、位置及び定員は、付則別表第７によるものとする。 

付則別表第１ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小 金 井 市

立 く り の

み保育園 

小 金 井 市 東 町 

三 丁 目 １ 番 １

６号 

０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 ２４人 

小 金 井 市

立 わ か た

け保育園 

小金井市前原町

三丁目１１番１

２号 

９人 １２人 １４人 ２１人 ２１人 ２４人 

小 金 井 市

立 小 金 井

保育園 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

９人 １４人 １８人 ２０人 ２０人 ２７人 

小 金 井 市

立 さ く ら

保育園 

小金井市貫井北

町三丁目３０番

６号 

０人 ０人 １２人 ２４人 ２４人 ２４人 

小 金 井 市

立 け や き

保育園 

小 金 井 市 梶 野

町 一 丁 目 ２ 番

３号 

９人 １８人 ２４人 ２４人 ２４人 ２７人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に
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出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第２ 

名称 位置 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

  定員 定員 定員 定員 定員 定員 

小 金 井 市

立 く り の

み保育園 

小 金 井 市 東 町 

三 丁 目 １ 番 １

６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 

小 金 井 市

立 わ か た

け保育園 

小 金 井 市 前 原 

町 三 丁 目 １ １

番１２号 

６人 １２人 １４人 １６人 ２１人 ２１人 

小 金 井 市

立 小 金 井

保育園 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １２人 １４人 １８人 ２０人 ２０人 

小 金 井 市

立 さ く ら

保育園 

小金井市貫井北

町三丁目３０番

６号 

０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 ２４人 

小 金 井 市

立 け や き

保育園 

小金井市梶野町

一丁目２番３号 

６人 １５人 ２０人 ２４人 ２４人 ２４人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 
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付則別表第３ 

名称 位置 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

  定員 定員 定員 定員 定員 定員 

小 金 井 市

立 く り の

み保育園 

小 金 井 市 東 町 

三 丁 目 １ 番 １

６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 

小 金 井 市

立 わ か た

け保育園 

小金井市前原町

三丁目１１番１

２号 

６人 １２人 １４人 １６人 １６人 ２１人 

小 金 井 市

立 小 金 井

保育園 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １２人 １４人 １６人 １８人 ２０人 

小 金 井 市

立 さ く ら

保育園 

小金井市貫井北

町三丁目３０番

６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２４人 

小 金 井 市

立 け や き

保育園 

小金井市梶野町

一丁目２番３号 

６人 １２人 １８人 ２０人 ２４人 ２４人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第４ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小 金 井 市

立 わ か た 

小 金 井 市 前 原 

町 三 丁 目 １ １ 

６人 １０人 １２人 １６人 １６人 １６人 



17 

 

け保育園 番１２号       

小 金 井 市

立 小 金 井

保育園 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １０人 １２人 １６人 １６人 １８人 

小 金 井 市

立 さ く ら

保育園 

小金井市貫井北

町三丁目３０番

６号 

０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ２４人 

小 金 井 市

立 け や き

保育園 

小金井市梶野町

一丁目２番３号 

６人 １２人 １４人 １８人 ２０人 ２４人 

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第５ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小 金 井 市 小 金 井 市 前 原 ６人 １０人 １２人 １４人 １６人 １６人 

立わかたけ

保育園 

町 三 丁 目 １ １ 

番１２号 

      

小 金 井 市

立 小 金 井 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １６人 １６人 

保育園       

小 金 井 市 小 金 井 市 梶 野 ６人 １０人 １４人 １６人 １８人 ２０人 

立けやき保

育園 

町 一 丁 目 ２ 番

３号 

      

 備考 
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１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第６ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小 金 井 市 小 金 井 市 前 原 ６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １６人 

立 わ か た

け保育園 

町 三 丁 目 １ １ 

番１２号 

      

小 金 井 市

立 小 金 井

保育園 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １６人 

小 金 井 市

立 け や き 

小 金 井 市 梶 野 

町 一 丁 目 ２ 番 

６人 １０人 １２人 １４人 １６人 １８人 

保育園 ３号       

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

付則別表第７ 

名称 位置 
０歳 

定員 

１歳 

定員 

２歳 

定員 

３歳 

定員 

４歳 

定員 

５歳 

定員 

小 金 井 市 小 金 井 市 前 原 ６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

立 わ か た 町 三 丁 目 １ １       
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け保育園 番１２号       

小 金 井 市

立 小 金 井

保育園 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

小 金 井 市

立 け や き 

小 金 井 市 梶 野 

町 一 丁 目 ２ 番 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １６人 

保育園 ３号       

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う

日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

  定員 定員 定員 定員 定員 定員 

小金井市立

わかたけ保

育園 

小金井市前原町

三丁目１１番１

２号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

小 金 井 市

立 小 金 井 

小金井市本町五

丁目６番１９号 

６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

保育園       

小 金 井 市 小 金 井 市 梶 野 ６人 １０人 １２人 １４人 １４人 １４人 

立けやき保

育園 

町一丁目２番３

号 

      

 備考 

１ この表における「０歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日（同日に

出生していない児童は、当該児童の出生の日）における年齢が０歳の児童をいう。 

２ この表における「１歳」、「２歳」、「３歳」及び「４歳」とは、保育園における保育を行う
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日の属する年度の初日における年齢がそれぞれの年齢に該当する児童をいう。 

３ この表における「５歳」とは、保育園における保育を行う日の属する年度の初日における

年齢が５歳以上の児童をいう。 

 

 


